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税務情報  

東京都主税局－平成 27 年度固定資産税（償却資産）の申告にお

ける美術品等の取扱いを公表 

昨年 12 月 25 日に公表された「法人税基本通達等の一部改正について」（12 月

19 日付）により、美術品等について、時の経過によりその価値が減少しないこと

が明らかなものを除いて、取得価額が 1 点 100 万円未満であるもの等が減価償

却資産として取り扱われることとされました。 

この通達による改正後の取扱いは、平成 27 年 1 月 1 日以後に取得する美術品

等に適用されますが、経過措置により、同日前に取得した美術品等であっても、

この通達により減価償却資産とされるものは、平成 27 年 1月 1日以後最初に開

始する事業年度（適用初年度）から減価償却を行うことが認められます。 

東京都主税局は 2 月 2 日、上記の通達改正に伴い、「減価償却資産となる 100
万円未満の美術品等の平成 27 年度固定資産税（償却資産）の申告について」

（PDF 152KB）を公表しました。（なお、平成 27 年度の申告書の提出期限は平成

27 年 2 月 2 日です。） 

【取扱いのポイント】 

(1) 申告対象となる美術品等（取得価額 100 万円未満等） 

① 平成 27 年 1 月 1 日に取得した美術品等 

② 平成 26年 12月 31日以前に取得した美術品等のうち、適用初年度から減価

償却資産とすることを判断しているもの 

（②の場合の留意点） 

 12月決算法人に限らず、たとえば3月決算法人等であっても、適用初年度か

ら減価償却資産とすることを判断しているものがある場合には、申告対象に

含まれることとなります。 

 12月決算法人以外で平成27年度固定資産税（償却資産）の賦課期日（平成

27 年 1 月 1 日）現在、減価償却資産とするか未定であるため、平成 27 年度

の申告をしなかった場合でも、適用初年度から減価償却資産に該当するもの
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とした場合には、その美術品等は平成 27 年度に遡及して課税されることとな

ります。この場合、延滞金は課されません。 

(2) 申告方法 

平成 27 年度の申告書を既に提出している場合において、上記(1)により申告対

象となる美術品等をその申告対象に含めていない場合には、以下のいずれかの

方法により申告することとなります。 

① 平成 28 年度に申告（平成 27 年度に遡及して課税されることになりますが、

延滞金は課されません。） 

② 減価償却資産に該当するものと判断した日以降に平成 27 年度修正申告書

を提出 

平成27年度の申告書をこれから提出する場合においても、上記と同様に申告す

ることとされています。 

このほか、平成 27 年度固定資産税（償却資産）の評価方法及び平成 27 年度固

定資産税（償却資産）申告書の記載方法なども示されています。 
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